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Ⅰ  計画策定の趣旨及び位置付け  

 

１  計画策定の背景と趣旨  

 伊那市の水道事業は、平成 21 年度に「伊那市水道ビジョン（平成 22

～31 年度）」を策定し、実現すべき将来像を「安全、安心、快適で災害

に強い伊那の水道」と定めて、事業の運営にあたってきました。また、平

成 22 年度には、水道ビジョンの具体的な整備計画として「伊那市上水道

事業基本計画（平成 22～31 年度）」を策定し、基幹施設の老朽化対策、

水の安全対策、自然災害に備えた機能強化、施設の統廃合や整理を通じた

効率的な水運用などを目標として、平成 37 年度までの 15 年間で総額約

60 億円の整備をスタートさせました。  

 しかし、人口減少社会の到来や節水意識の高まり、大口需要者の地下水

利用などにより、有収水量は平成 23 年度以降減少が続いています。今後

も人口減少に伴い給水人口は減少を続ける見込みであり、水需要の拡大は

期待できないため、より一層の経営改善に向けた努力が必要です。  

 こうした厳しい経営環境のなか、地方公営企業法による「常に企業の経

済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進する」

という原則に則った健全な経営が求められます。そのため平成 24 年度に、

目指すべき経営目標と経営健全化を図るための具体的な施策を定めた「伊

那市水道事業経営健全化計画（平成 24～31 年度）」を策定し、経営改善

に取り組んできました。  

 今回は、平成 25 年 3 月に策定した計画を 3 年間の実施計画の進行管理

により見直しを行い、新たな改訂版とするものです。  

 

２  計画の位置付け  

 水道事業経営健全化計画、同実施計画は、次のとおり位置付けます。  

アセットマネジメント（資産管理※）【平成 27 年度までに策定予定】  

伊那市水道ビジョン  

（平成 22 年度～平成 31 年度）【平成 31 年度までに改定予定】 

伊那市上水道事業基本計画  

（平成 22 年度～平成 31 年度）【平成 31 年度までに改定予定】  

伊那市水道事業経営健全化計画【目標：平成 31 年度】 

(平成 27 年～平成 28 年度 → 平成 29 年度～平成 31 年度) 

 ・次回から料金改定に合わせて見直しを行う  

 ・水道事業・下水道事業包括民間委託導入方針  

  水道事業・下水道事業人材育成計画  を反映  

伊那市水道事業経営健全化計画実施計画  

（毎年進捗状況を検証、評価、見直しを行う）  

(平成 27 年～平成 28 年度 → 平成 29 年度～平成 31 年度) 
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厚生労働省は平成 25 年 3 月、水道事業を次世代に継承する段階に至っ

たとして「新水道ビジョン」を改定しました。重点施策として資産管理の

活用、料金制度の最適化、簡易水道事業対策等が挙げられています。  

 

３  進行管理 

計画は、計画の運用（実行）とともに、定期的な分析や検証を行い、そ

の結果に基づいて計画を見直し、運用します。そして、それを繰り返して、

水道事業の経営健全化につなげる必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画は、四半期ごとにその成果について分析や検証を行っていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Plan  Do Check Act  

               
※   アセットマネジメント（資産管理） 

資産の状況を的確に把握し、中長期的な視点に立って、効率的かつ効果的に

管理運営（マネジメント）すること。本計画では、水道施設について更新と維

持補修を適切に組み合わせて維持することを念頭に置いて、用語を使用してい

る。 
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Ⅱ  水道事業経営の現状と課題  

 

 １  給水人口と水需要の推移  

 （１）人口動態と予測 

   伊那市の人口は、昭和 40 年代から増加傾向で推移してきましたが、

平成７年を境に減少傾向に転じています。また、今後の給水人口の予測

においても、平成 52 年度までに水道事業及び簡易水道事業全体で、平

成 18 年度時点に比べ、8 割近くまで減少が見込まれています。  

人口減少と少子高齢化の進行は、本市の水道事業に、水需要の減少に

伴う給水収益の減少と過剰設備の発生という深刻な問題をもたらして

います。  

 ₒ ┘ ─ ₓ  
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   ₒ ─ ₓ  
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（２）水需要の動向  

給水件数は横ばいですが、給水人口、有収水量※、１人１日当たりの

給水量は減少傾向が続いています。有収水量の減少は、平成 22 年度に

一旦歯止めがかかりましたが、平成 23 年度以降には再び大幅な落ち込

みを見せ、平成 25 年度実績値においても、平成 24 年度計画策定時の

予測値をすでに下回る減少傾向にあります。  

 

ₒ ─ ₓ  

⁷ H18 H21 H24 H25(

69,741 68,276 66,910 66,800 66,362 Ỏ 438

28,841 28,717 28,792 28,524 28,850 326
3 7,451,553 7,120,498 6,906,754 6,924,488 6,795,616 Ỏ 128,872

1 1 √╡
3 0.293 0.286 0.284 0.284 0.281 Ỏ 0.003

H25

 

 

ₒ ≤ ─ ≤ ₓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 3 月に厚生労働省が策定した「新水道ビジョン」では、日

本の水需要は 2060 年（平成 72 年）までに現在より日本全体で 4 割程

度減少すると見込んでいます。伊那市人口推進室が作成した 2040年（平

成 52 年）までの将来人口予測を基に、給水人口と有収水量の予測をし

たところ、伊那市でも給水人口及び有収水量は平成 18 年度時点に比べ、

平成 52 年度推計で約 2 割程度減少が見込まれることから、中長期的視

点に立ち、給水収益が減少することを前提として、経営健全化に向けた

施策を推進する必要があります。  

                                                   
※   有収水量  

  料金徴収の対象となった水量。  
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２  水道事業の経営状況  

（１）経営成績  

 ▪ ─  

  平成 17 年度末の市町村合併以降、純利益を計上し減債積立金に積み

立てています。しかし、平成 25 年度決算においては、収入面では給水

収益が前年に比べ約 2,100 万円減少したこと（平成 18 年と比較すると

約 1 億 2000 万円の減）などにより、黒字幅が大きく減少しました。  

今後も給水収益の大きな伸びは見込めないうえ、施設の老朽化にとも

なう修繕費の増加などにより厳しい収支が見込まれますが、適正な利益

を計上し続ける必要があります。  

ₒ ─ ₓ 

 

▬ ⌂ ┘ ─   

 
費用の大きな割合を占める企業債利息、受水費が減少している一方で、委託料、

修繕費、動力費は増加しています。  
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► ─  

 

資本的収支は、企業債償還金と建設改良費の増加によって、収支不足

額が増加傾向にあります。資本的収支の不足分は、収益的収支における

減価償却費等の現金を伴わない支出により留保された現金によってま

かなわれます。  

 

◄ ⌂ ─ ─  

 

平成 22 年度以降は建設改良費の減少に伴い、その財源となる企業債

や国県補助金も減少しています。平成 25 年度からは第 7 次整備事業が

本格化したことに伴い、建設改良費が増加しています。  
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（２）水道料金  

  本市水道事業の料金水準を長野県内の１８市１企業団１企業局水道

料金（口径 13mm、１月 20 ㎥使用）と比較すると、高い方から３番目

に位置し、平均額と比較すると約 10％高額な料金設定となっています。 

  収益の９割以上を給水収益（水道料金）が占めており、その動向が経

営成績を大きく左右します。今後も効率的に事業を運営することにより、

できる限り低廉な料金となるよう努めますが、持続可能な上水道を実現

するためには、据置ありきではなく、適正な利益を確保できる料金水準

を維持する必要があります。  

ₒ ─ ₓ  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※口径 13mm、１ヵ月で 20 ㎥使用の場合     （平成 26 年 4 月 1 日現在） 

 ₒ ─ ₓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）企業債の状況  
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（３）企業債の状況  

  水道事業の企業債※残高は、第６次拡張事業以降、大きな投資を行わ

なかったことから、減少傾向にあり、給水収益が減少する状況にあって

も、それを上回る規模で企業債残高が圧縮されています。今後、第 7

次整備事業※に基づく投資を続けた場合、徐々に企業債残高が減少する

ペースが鈍くなり、国庫補助金などの有利な財源が確保できない場合は、

残高が上昇に転じる恐れもあります。企業債は、施設整備を行う上で重

要な財源ですが、その償還は 30 年間に渡って後年度の負担となるため、

適正な残高の基準を定めて、厳格に管理する必要があります。  

 

ₒ ≤ ─ ₓ  

 

 

 

 

                                                   
※  企業債 

一般民間企業における社債や長期借入金にあたるもので、水道施設の建設、改良

の財源として発行する地方債。  
※  第 7 次整備事業 

  平成２２年度に策定した伊那市上水道基本計画に基づき計画した、平成３７年度

までの伊那市上水道の弾力かつ効率的な水運用を行うための事業。  
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（４）補てん財源の状況  

  地方公営企業の資本的収支予算（４条予算）※は、通常、収入が支出

より小さく、その不足額は「補てん財源」で補います。補てん財源は、

消費税及び地方消費税資本的収支調整額、収益的収支予算（３条予算）
※において減価償却費など現金支出を伴わない費用を計上することに

よって留保される損益勘定留保資金、減債積立金※などで、水道料金が

その原資です。  

平成 20 年度以降、補てん財源は減少を続けており、特に平成 25 年

度決算では、前年度残高から 7,000 万円以上の大幅な減少となりました。

４条予算は、資本的収入が資本的支出に不足する額を完全に補てんでき

る額としなければならないため、平成 27 年度以降は補てん財源の範囲

内の支出とするか、資本費平準化債の借入を行う必要があります。  

 

ₒ ≡╪ ─ ₓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※  ３条予算  

  公営企業の１年間の経営活動に伴って発生する収益と、それに対応する全ての費

用を計上する予算。  
※  ４条予算  

将来の経営活動に備えて行う施設整備費、現在の経営活動に用いられている施設

に係る企業債償還等の予定を計上する予算。  
※  減債積立金  

  地方公営企業の財政的基礎を確立し健全な経営を行うため企業債の償還を目的と

して、毎事業年度に生じた利益を積立てたもの。  
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（５）経営指標の状況  

経年変化や、経営環境が類似する団体との差異を分析することで、本

市水道事業が抱える経営上の課題を確認します。  

①施設効率  

ₒ ╩ ∆╢ ₓ  

⁷⁷

85.6 87.0 83.8 87.0 93.5 86.5 85.4 85.7 87.6 85.2

51.3 51.9 48.9 49.5 50.6 48.1 46.9 45.2 61.5 59.9

59.9 59.6 58.3 56.9 54.1 55.6 55.0 52.8 70.2 70.3

75.6 75.7 76.8 74.8 73.9 75.5 76.5 78.1 92.3 87.6

 

※全国平均及び類似団体（5～10 万人）平均の指標値は平成 24 年度決算数値 

※図表中の点線は、類似団体平均値です。  

 

   ア  負荷率（1 日平均配水量／1 日最大配水量）  

 １日最大配水量※と１日平均配水量※の比較。100％に近いほど

ばらつきがなく、効率的な施設運用をしているとされます。  

本市水道事業は、全国や類似団体の平均と比較しても、施設の

運用は効率的であるといえます。  

   イ  施設利用率（1 日平均配水量／1 日配水能力） 

  配水能力に対して、平均で配水した量の比率。100%に近づく

ほど効率的ですが、余裕がなくリスク回避ができないという面

もあります。  

本市水道事業では年々低下し、平成 25 年度には４５％となり

過剰設備の傾向となっています。全国や類似団体の平均を参考と

して、60%以上を目標に施設の再編成を検討します。  

   ウ  最大稼働率（1 日最大配水量／1 日配水能力）  

１日に配水できる能力に対する年間の１日最大配水量の比率

で、100％との差が余剰能力となります。 

     本市水道事業は年々余剰能力が大きくなり、過剰設備の傾向と

なっています。施設利用率と同様に、全国や類似団体の平均を参

                                                   
※  １日最大配水量  

  １年間のうちで最も多くの水が配水された日の水量。  
※  １日平均配水量  

  年間に配水した総配水量を年間の日数で割って算出した水量。  
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考に、75%以上を目標に施設の再編成を検討します。  

   エ  有収率（年間有収水量／年間総配水量）  

     年間の総配水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合

で、高いほど収益につながっていることになります。  

本市水道事業は、全国や類似団体の平均と比較して大幅に低く、

コストをかけてつくった水道水の１／５以上が料金として回収

できていない状況となっています。早期に有収率の大幅な向上を

実現させるため、最優先で対策を講じます。  

 

  ②収益性 

ₒ ╩ ∆╢ ₓ  

 

※全国平均及び類似団体（5～10 万人）平均の指標値は平成 24 年度決算数値 

※図表中の点線は、類似団体平均値です。  

 ア  供給単価（料金(使用料)収入／年間有収水量） 

      １㎥当たりの料金を示します。給水単価を上回った分が利益と

いえます。本市水道事業はほぼ横ばいで推移し、類似団体より高

くなっています。  

   イ  給水原価（(経常費用－受託工事費等)／年間有収水量） 

      １㎥当たりの水を供給するためにかかる経常費用を示します。

本市水道事業は少しずつ低下傾向にありますが、類似団体より高

くなっています。  

   ウ  原価回収率（供給単価／給水原価） 

     原価が料金でどの程度回収されているかを表し、100％以上が

望ましい比率で、本市水道事業は、平成 22 年度に 100％を超え

ましたが、平成 23 年度から再び 100％を下回っています。  

⁷⁷

3 196.19 196.40 197.04 196.63 196.72 196.56 196.76 196.81 149.15 170.08

3 202.67 203.50 200.47 199.44 194.22 202.15 198.37 199.22 148.32 169.62

96.80 96.50 98.30 98.60 101.29 97.23 99.19 98.79 100.56 100.27

102.4 102.4 103.2 103.1 107.0 102.1 103.2 102.2 108.9 108.4

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10

0.20 0.20 0.33 0.29 0.52 0.16 0.24 0.17 0.76 0.71

3,372 3,312 3,459 3,593 3,575 4,490 4,473 5,105 4,920 3,652
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   エ  経常収支比率（経常収益／経常費用） 

     費用に対する収益の割合を示します。100％未満は赤字経営の

状態です。  

本市水道事業は、100％を上回っているものの、その幅は大き

くありません。引き続き、収益確保と費用削減、事業見直しが必

要です。  

    オ  固定資産回転率（(営業収益－受託工事収益）／平均固定資産） 

      設備投資した固定資産に対する営業収益の比率で、高い程固定

資産が有効に利用されていることを示します。  

今後、本市水道事業では、上水道事業基本計画により多額の投

資を予定しています。固定資産回転率の改善に向け、多方面から

検討する必要があります。  

カ  総資本利益率（(経常利益－受託工事利益)／平均総資本） 

  総資本に対する利益の比率で、目標は 1 年定期預金の利率（平

成 26 年 9 月現在：基準金利 1,000 万円以上で 0.025％）が目安

といわれています。  

    キ  職員１人当たり給水人口（給水人口／損益勘定所属職員） 

      職員１人が受け持つ給水人口で、適正な職員数の検討資料とな

ります。本市水道事業は、平成 23 年 10 月から窓口等業務を民

間委託したことにより大きく数値が向上しました。引き続き事務

事業の見直しなどにより効率化に努めます。  

 

 

  ₒ ≤ ─ ₓ  
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ₒ ─ ₓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：平成 24 年度公営企業年鑑（給水原価／供給単価）  

 

 

 

    ク  一般会計繰入金の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      水道事業は、毎年一般会計からの繰入金（補助金）を受けて経

営しています。一般会計からの繰入は、市として決めたルールに

基づいて行っていますが、その中には、国が示す繰入基準に基づ

くもの（基準内繰入）と、市の施策によるものなどそれ以外のも
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の（基準外繰入）があります。  

      平成 23 年度以降繰入金額が減少傾向にあります。平成 25 年

度は建設改良事業の中で合併特例債の対象になる事業を行った

ため繰入金総額は増加しています。  

 

③安全性 

【 ╩ ∆╢ ₓ  

※全国平均及び人口 5～10 万人平均の指標値は、平成 24 年度決算数値  

※図表中の点線は、類似団体平均値です。  

   ア  固定資産構成比率（固定資産／総資産）  

     資産に対する固定資産の比率。水道、下水道、電気などのイン

フラ事業は、固定資産の比率が高くなりますが、比率が低いほう

が柔軟な経営が可能といえます。  

     本市水道事業は、全国や類似団体平均と比較して数値が高いた

め、固定資産の比率を下げる努力が必要です。  

   イ  自己資本構成比率（自己資本金＋剰余金）／総資本  

     総資本に占める自己資本の割合。高いほど長期的な財務状況が

安定しているとされます。  

   ウ  固定資産対長期資本比率（固定資産／(資本金＋剰余金＋固定負債)） 

     固定資産の資金が、自己資本や長期的な借入金で調達されてい

るかを示します。100％を超えると、短期的な借入など流動負債

により資金調達していることになります。  

     本市水道事業は平均より若干高く、100%に近づきつつあるた

め、その推移には注意が必要です。  

④流動性 

ₒ ╩ ∆╢ ₓ  

⁷⁷

496.7 424.6 908.7 620.1 570.8 402.1 436.2 371.6 437.2 657.8

 

※全国平均及び人口 5～10 万人平均の指標値は、平成 24 年度決算数値  

⁷⁷

94.8 95.4 95.9 95.6 95.6 95.6 96.0 96.2 90.4 88.6

52.4 53.9 60.0 57.0 58.7 60.0 61.7 63.0 69.0 69.1

95.8 96.5 96.3 96.3 96.3 96.6 96.9 97.2 92.3 90.3
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※図表中の点線は、類似団体平均値です。  

    流動比率（流動資産／流動負債）  

     短期債務に対する支払い能力を示す指標。200％以上が望まし

く、100％を下回ると、いわゆる自転車操業に近づくことになり

ます。  

     本市水道事業は、目安である 200%は上回るものの、平成 20

年度から下降を続けています。全国や類似団体の平均も下回って

おり、改善に向けた対策が必要な状況です。  

 

   

 

（６）経営状況の総括  

   本市水道事業の給水区域は、面積が広く起伏が激しいうえに、人口

が散在しているという特徴があります。そのため、平坦で人口密度が

高い都市部等と比較すると、水道管の延長は長く、ポンプなど配水に

必要な施設が多くなるため、建設費や維持管理費は割高になる傾向に

あります。  

こうした経営環境の下で、職員数の削減、事務事業の見直し、窓口

等民間委託など経営の効率化に努め、収益の大部分を占める給水収益

が右肩下がりの状況においても、純利益決算を継続してきました。  

収益面では、上水道事業基本計画に基づく投資により、施設の廃止

に伴って維持管理経費や修繕費が減少する一方で、資本費（支払利息

及び減価償却費）の増加が経営の圧迫要因となります。しかし、給水

収益の減少は予想以上で、黒字決算の継続が危うい状況となっていま

す。更なる効率的な事業運営を図るため、包括的民間委託※や共同化・

広域化などの可能性についても検討するとともに、安定した経営を維

持できる、据置ありきではない料金体系を検討することが不可欠です。 

   施設効率面では、有収率の向上が最重要課題であり、早期改善が急

務です。あわせて、過剰設備の傾向があるため、リスク回避を充分考

慮しながら、施設の再編成を急ぐ必要があります。  

 

 

 

 

 

 

                                                   
※   包括的民間委託 

  水道施設の維持管理や料金徴収など複数の業務を、一括、複数年度契約、性能発

注で民間に委託すること。  
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３  水道施設が抱える課題  

（１）水道施設の老朽化  

【投資予定：平成 27 年度～平成 37 年度までに 31 億 5 千万円】 

 旧伊那水道事業においては、平成元年の第６次拡張事業以降、具体的

な施設整備計画を策定し、実施してこなかったことから、多くの基幹施

設で老朽化が進行しています。今後、昭和 30 年代～40 年代に建設した

施設の多くが、一斉に更新時期を迎えることとなります。  

 旧高遠水道事業においても、水源や浄水施設の老朽化が進行しており、

安全で安定的な水道水の供給に向けた対策が急務となっています。  

 
 

ₒ ⌐ ╩ ⅎ╢ ₓ 

区　域 種　別 内　容 取得年度 耐用年数 経過年数

旧伊那 山寺水源　湧水 停止予定 － －

水道事業 下島水源　深井戸 1973 40 年 41年

北河原第１水源　深井戸 1972 40 年 42年

中殿島水源　深井戸 1976 40 年 38年

荒井西町第二水源　横井戸 停止予定 － －

藤沢水源　浅井戸 停止予定 － －

大萱浄水場：急速ろ過機 廃止予定 －

　　　　　：緩速ろ過池 1962 60 年 51年

犬田切浄水場：急速ろ過機 廃止予定 －

北割配水池 1951 60 年 63年

大萱高区配水池 1962 60 年 52年

大萱低区配水池 1948～196260 年52～66年

板沢配水池 1963 60 年 51年

坂下第１配水池 廃止予定 － －

犬田切配水池 1965 60 年 49年

上大島配水池 1964 60 年 50年

藤沢配水池 1965 60 年 49年

吹上高区・低区配水池 1952 60 年 62年

末広配水池 1960 60 年 53年

石綿セメント管及び経年化した

塩化ビニル管更新　26.2km

旧高遠 押出水源　浅井戸 1977 40 年 37年

水道事業 勝間水源　深井戸 廃止予定 － －

浄水場 大沢浄水場：急速ろ過機 1974 20 年 40年

経年化した

塩化ビニル管更新　33.4km

水源

浄水場

配水池

管路

水源

管路

 

 

 

 

 

 

※施設の経過年数等は、平成 26 年度末現在  

※施設の更新は耐用年数を目安として、アセットマネジメントを通じて施設の状況や年度

ごとの収支の状況を総合的に判断して計画的に行います。  



伊那市水道事業経営健全化計画  

                                          

                                                        

- 17 - 

 

（２）水源の耐塩素性病原生物による汚染対策  

【投資予定：平成 27 年度～平成 37 年度までに 1 億 7 千万円】  

  本市水道事業には、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物※に

よる汚染の恐れがある水源が多くあり、その対策が急務となっています。

他系統からの受水が可能な施設においては浄水施設を新設せず、広域水

道又はクリプトスポリジウムによる汚染の可能性が低い水源からの受

水へ切り替えるなどの対策を講じます。  

 

ₒ◒ꜞⱪ♩☻ⱳꜞ☺►ⱶ ⌐╟╢ ⅜ ⌂ ₓ  

区　域 名　称 水源種別 浄水方法
実績一日
最大取水量

備　考

旧伊那 山寺水源 湧　水 2,368 

水道事業 荒井西町水源 〃 3,353 H26

板沢水源 〃 273 H26

藤沢水源 伏流水 245 H26

野口中央水源 湧　水 351 

手良沢岡水源 〃

消毒のみ

 

 

（３）適切な水運用に伴う施設整備  

 【投資予定：平成 27 年度～平成 37 年度までに 12 億 3 千万円】 

  施設利用率の向上を目的として、非効率な施設を廃止し、配水系統を

整理します。広域水道と自己水源を組み合わせて効率的な水運用を実現

するために、必要となる施設の整備を行います。  

 【主な整備内容】  

 ・加圧配水を行っている施設を自然流下による配水方式に切り替える。 

 ・水質、水量が安定しない水源を廃止して、広域受水もしくは他の水系

に切り替える。  

 ・経年化した施設を適正規模で更新（廃止含む）を行う。  

 

 【計画期間内に整備を行う施設】  

下小沢配水池廃止工事  中殿島配水系切替工事  

上大島配水系切替工事  猪鹿配水系切替工事  

御園、山寺ﾎﾟﾝﾌﾟ系統切替工事 上の原配水系切替工事  

桜井配水池更新工事  ますみヶ丘配水系切替工事  

 

 

                                                   
※  耐塩素性病原生物 

  一般に水道水は塩素を用いて消毒するが、その塩素に対して強い耐性を持つ微生

物を耐塩素性病原生物という。水道水の消毒に用いる塩素の濃度では不活化（感染

力を失わせること）されない。水道水に混入した場合、下痢症状などを引き起こす

ことがある。 
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（４）水道施設の耐震化  

   

ₒ ─ ₓ  

62,356.0 34,516.0 1,452.0 55.4 2.3

52,187.0 5,426.0 1,348.0 10.4 2.6

73,726.0 8,613.0 1,692.0 11.7 2.3

61,577.0 2,972.0 906.0 4.8 1.5

69,256.0 25,642.0 2,644.0 37.0 3.8

3,225,100.0 773,100.0 461,800.0 24.0 14.3

98,057,500.0 32,848,300.0 19,684,600.0 33.5 20.1
 

出典：水道事業における耐震化の状況（平成 24 年度）厚生労働省  

 

本市の基幹管路の耐震適合率は、県内で同規模の基幹管路延長がある

事業主体や、長野県・全国と比較しても高くなっています。ただし、耐

震管の割合は県内類似団体と比較しても同程度で、長野県・全国と比較

すると低くなっています。耐震適合率は、耐震管以外でも、地盤の性状

を勘案すると耐震性があると判断できる場合の値になるため、基幹管路

の耐震化の状況は比較的高い状況にありますが、耐震管自体の割合はま
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7.6% 10.6%

18.5% 26.6%

21.4% 44.5%

だ低いため、継続して対策を行う必要があります。  

ₒ ה ─ ₓ  

  

 

 

 

 

 

出典：水道事業における耐震化の状況（平成 24 年度）厚生労働省  

 

本市の浄水施設・配水池の耐震化率は、基幹管路の耐震適合率に比べ、

長野県・全国の状況より低い値となっていることから、浄水施設・配水

池の耐震化を急ぐ必要があります。また浄水施設と配水池は、それぞれ

約 9 割の施設の耐震診断がされていません。  

耐震診断と耐震化を進めるには多額の費用が必要なため、アセットマ

ネジメントを推進し、優先順位をつけて計画的に整備を進める必要があ

ります。  

 

（５）水道施設が抱える課題の総括  

全国的に高度経済成長期等に急速に整備された水道施設の老朽化が

進行し、大規模な更新のピークを迎えつつあり、厚生労働省では全て

の水道事業者にアセットマネジメント（資産管理）を実施するよう求

めています。本市でも早期に実態に促したアセットマネジメントを行

い、ライフサイクルコスト※の最小化を図ることが必要です。 

本市では、補てん財源が減少を続けており、可能な限り補助金等の

有利な財源の活用に努めるとともに、計画的に可能な金額の範囲内で

設備投資を行っていかなければなりません。  

また、水道事業の維持管理は直営で行っている部分が多いため、平

成 25 年度に策定した包括的民間委託導入方針に基づき、費用対効果を

検討して更なる効率化を図ります。  

  

 

 

 

 

 

                                                   
※  ライフサイクルコスト  

  製品や構造物を、調達や製造、使用、廃棄またはリサイクルまでの一連の流れを

ライフサイクル（生涯）と考え、その過程における費用の総計をライフサイクルコ

スト（生涯費用）という。  
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４  事業の共同化・広域化について  

（１）共同化・広域化の研究  

  これまでの水道広域化は、水源の共同開発や用水供給事業の広域的

事業運営による合理化が中心でした。「新たな概念の広域化」は、そ

れぞれの形態で、次のようなメリットが生じると考えられます。 

①事業統合  

施設整備、管理体制、事業の効率的運営、サービスなど、広範囲に

技術基盤や経営基盤の強化が期待できる。  

②経営の一体化  

   経営主体が一つになることで、施設整備水準の平準化や管理体制の

強化、サービス面での利便性の拡大などが期待できる。  

③管理の一体化  

   管理やサービス面で一体化する業務内容に応じて管理体制の強化、

サービスの拡充などが期待できる。  

④施設の共同化  

   共同で保有する施設に関して、施設整備水準の向上や、緊急時対応

等の面で効果が期待できる。  

 

 本市水道事業においても、全国の広域化モデル地域の実施状況を注視

し、包括的民間委託など他の経営改善手法を導入した場合の効果と比較

しながら、導入の可能性を研究する必要があります。  

 

５  簡易水道事業について  

 

  総務省は平成 26 年 8 月に、公営企業会計の適用拡大に向けたロー

ドマップを示し、人口 3 万人以上の自治体の下水道事業及び簡易水道

事業については、平成 31 年度までの 5 年間に公営企業会計の適用を

行うよう求めています。  

  本市では水道事業及び下水道事業は公営企業会計を適用しています

が、簡易水道事業については、特別会計として事業運営を行っていま

す。簡易水道事業は一般会計からの多額の繰入金を受けています。公

営企業会計の適用を行うことで独立採算性が求められますが、早期に

適用を行えるよう取り組みます。  
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Ⅲ  経営目標と事業計画  

 

 １  水道事業の経営目標、基本方針  

現状と課題を踏まえ、水道事業の経営目標を次のとおり定めます。ま

た、経営目標を達成するために５つの基本方針を定め、これに係る具体

的施策を着実に実行することで、水道ビジョンで定めた「安心、安全、

快適で災害に強い伊那の水道」という将来像の実現を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 基 本 方 針 

 

経 営 目 標 

 

整備事業費の見直し  

 

 

資産の有効活用  

 

 

経費の節減  

 

 

経営基盤の強化  

 

 

収入の確保  

 

「持続可能な事業運営の実現」  

～純利益決算の継続と、上水道事業基本計画の着実な実施～  
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２  具体的施策  

基本方針に係る具体的施策を次のとおり推進します。  
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（１）整備事業費の見直し  

具体的施策  

  

①第７次整備事業（上水道事業基本計画）  

の検証と実施  

目    標  

 第７次整備事業（上水道事業基本計画）における財源等の検討は、

平成 21 年度決算をベースとしています。しかし、その後平成 25 年度

決算までの状況は、当時の予想を超えて悪化し、次年度に繰越す補て

ん財源がほとんどなくなってきているため、今後は当面の間、現年度

分の減価償却費等補てん財源が手当てできる範囲内で事業を実施せざ

るを得ません。そのため、実施事業の規模や内容・実施時期について

検証し、投資額を適正規模とします。  

取り組み内容  

 

・平成 25 年度決算状況、人口予測などを基に将来の水需要を再試算し、

適正規模の投資となるよう、施設のライフサイクルコストが最小とな

るよう、別紙のとおり事業の規模や内容、実施時期を再検討します。  

 

目標とする指標  
計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25年度末） 

目標値  

（上段：平成 31 年度まで） 

（下段：平成 37 年度まで） 

平成 37 年度  

までの投資額  
約 60 億円 6.6 億円 

30.1 億円 

52.4 億円 

期待される経営上の効果  

 

・施設整備費の減  

・資本費（減価償却費及び支払利息）の減  

・黒字決算の継続  

・企業債残高の縮減  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 

 

 

事業の再評価  

 

再評価を反映した事業の実施  
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（２）資産の有効活用  

具体的施策  ①アセットマネジメント（資産管理）の実施 

目    標  

 施設の実態を的確に把握し、中長期的な視点に立って更新需要と財

政計画を組み合わせ、水道事業全体で重要度・優先度を踏まえた更新

投資の最適化を図るため、「アセットマネジメント（資産管理）」を

実施します。  

取り組み内容  

・施設の実態を的確に把握し、現有施設の健全性や更新事業の必要性・

重要性を適切に評価するため、現有施設の調査を進めます。  

・厚生労働省の「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）

に関する手引き」を基に、早期に標準型まで検討を進め、財政収支と

更新需要を比較して、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化の

検討を行います。  

・未利用資産を「事業目的に照らして保有し続ける必要があるか」を

判断し、不要資産を積極的に売却・貸付します。  

 

目標とする  

指   標  

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度末） 

目標値  

（上段：平成 31年度まで） 

（下段：平成 37年度まで） 

施設利用率  48.1% 45.2% 
50％ 

60％ 

未利用資産の

売却 
実績なし  

未利用資産  

1 ヵ所売却  

未利用資産  

２ヵ所売却  

期待される経営上の効果  

・投資額（更新費用、維持管理費）の適正化、平準化  

・財産売却収入、貸付収入の増  

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 

 

 

アセットマネジメント実施によ

る施設更新の検討（標準型）  
事業運営への活用、見直し  

 

未利用

資産の

洗い出

し  

未利用資産の売却、貸付など  
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（３）経費の削減  

具体的施策  ①有収率の向上  

目    標  

 

 本市水道事業の有収率は、平成 25 年度決算で 78.1%と、類似団体

の平均と比較すると、約 10 ポイント低い数値となっています。この

数値は、コストをかけて作った水の１／５が料金で回収できていない

ことを表しています。早期に有収率の大幅な向上を実現させるため、

最優先で対策を講じます。  

 

取り組み内容  

 

・有収率の向上を図るため、漏水が疑われる老朽化した管路について

は、上水道事業基本計画に沿って更新します。  

・計画的に漏水調査を実施し、漏水箇所は早急に修繕します。  

 

目標とする  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度末） 
目標値（平成 31 年度） 

有収率  75.5% 78.1％ 
88.0% 

（類似団体平均以上） 

期待される経営上の効果  

 

・給水原価の低廉化  

・動力費、薬剤費の減  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 

 

 

 

 

計画的な漏水調査（業者委託２地区／年、自営調査随時）  

 

漏水修繕実施  
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具体的施策  ②変動的費用※の適正化  

目    標  

 

 有収水量の増減に連動すべき動力費や薬品費など変動的費用が、有

収水量の減少傾向を反映していなかったため、使用量について確認を

行いました。消費電力量（動力費）、薬品使用量（薬品費）ともに総

量としては減少しているものの、単価の上昇などにより費用が上昇し

ています。そのため使用量を抑制できるよう取り組みます。  

 

取り組み内容  

・現在の水運用や電力契約の状況を検証し、それぞれ必要な改善策を

実行します。  

目標となる  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度） 

目標値  

（平成 31 年度） 

消費電力量  2,643,523kw h 2,549,801kw h 2,308,500kw h 

薬品使用量  19,590 ㎥ 16,360 ㎥ 14,800 ㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待される経営上の効果  

・薬品使用量、動力（消費電力量）の減  

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 

 

 

 

                                                   
※   変動的費用  

  薬品費、動力費、光熱水費など、営業活動に伴って増減する費用。  

 

水運用の検討・改善  

契約内容

見直し  

電力契約の  

研究  

効果の検証 
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具体的施策  ③固定的費用※の削減  

目    標  

 水道事業の費用は、事業費用全体の３割を占める受水費※を筆頭に、

95%以上を固定的費用が占めています。固定的費用は、収益の増減に

関係なく必要な費用であるため、あらゆる角度から削減に向けた見直

しを図ります。  

取り組み内容  

・事務事業、職務分担の見直しと包括的民間委託の推進により適正な

職員数の見直しを行う。  

・長野県上伊那広域水道用水企業団からの受水について、３年ごとに

見直される原価計算に合わせて、責任水量や単価契約の見直しを検討

します。  

・投資金額及び企業債の発行額を精査し、減価償却費と企業債利息の

削減を図ります。  

 

目標とする  

指標 

計画策定値  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度末） 

目標値  

（平成 31 年度） 

水道事業  

職員数  

21 人 

（平成 18年度 30人） 
18 人 17 人 

減価償却費  396,114 千円 395,732 千円 393,091 千円 

支払利息  182,982 千円 158,086 千円 113,291 千円 

期待される経営上の効果  

・人件費及び資本費（減価償却費、支払利息）の減  

・第７次整備事業の進捗に伴う委託料の減 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

                                                   
※   固定的費用 

  人件費、受水費、減価償却費、支払利息など収益の増減に関係なく必要な費用。  
※   受水費  

  水道事業者が、県や企業団などの水道用水供給事業者から、浄化された水を購入

する際の費用。  

費用比較

等総合的

に検討  

受水量、受水契約の検討、見直し  

 

総合的に検討・順次実施  検満ﾒｰﾀｰ 

交 換 事 務

委託  

導入方針

の策定  

包括的民

間委託の

研究  
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（４）収入の確保  

具体的施策  ①水需要の確保  

目    標  

 

 本市水道事業は、給水収益が収入の９割以上を占めており、その動

向が経営成績を大きく左右します。人口の減少に伴う給水人口の減少

や経済活動の低迷などの影響により、有収水量は年々減少する傾向に

あります。特に企業等大口需要を喚起する施策を検討し、実施します。 

 

取り組み内容  

・大口需要者を対象に、平成２６年 10 月から個別給水契約制度の運用

を開始しました。引き続き対象者の拡大や、更なる水需要増加策を検

討します。  

 

目標となる  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度末） 

目標値  

（平成 31 年度） 

有収水量  699 万 6 千㎥ 679 万 6 千㎥ 658 万 6 千㎥ 

期待される経営上の効果  

 

・有収水量の確保  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別給水契約制度の実施、検証、再検討 地下水利用者

取込策の研究  
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具体的施策  ②水道料金改定  

目    標  

 

本市水道事業の料金水準を、長野県内の１８市１企業団１企業局の

水道料金（口径 13mm、１月 20 ㎥使用）と比較すると、高い方から

３番目に位置します。有収水量の減少が見込まれる中、事業を効率的

に運営することにより、できる限り低廉な料金となるよう努める必要

がありますが、据置ありきではなく、今後も適正な利益（公共的必要

余剰）と補てん財源を確保できる料金水準としていきます。  

 

取り組み内容  

 

・水道利用者の負担の公平性と事業経営の安定化を図るため、３年毎

に水道料金の妥当性を検証し、必要に応じて料金改定を実施します。  

・基本料金と従量料金のバランスについて検討します。  

 

目標とする  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度） 

目標値  

（平成 31 年度） 

給水収益  1,375,117千円 1,337,463 千円 1,319,143 千円  

原価回収率  97.23% 98.79% 100%以上 

期待される経営上の効果  

 

・給水収益の確保  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

    ※ 給水収益の目標値設定にあたっては、平成 29 年度で＋４％の料金

改定を見込んでいます。  

料金改定

の必要性

検討  

 

条例改正  

料金  

改定  

料金改定

の必要性

検討  

 

条例改正  

料金  

改定  

料金改定

の必要性

検討  

 

条例改正  

(改定なし ) (改定が必要な場合 ) 

(改定が必

要な場合 ) 
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具体的施策  ③未収金への対応と新たな収入源の確保  

目    標  

 全市をあげて推進している徴収力強化プログラムに則って、未収金

の削減に努めます。水道事業の健全経営と負担の公平性を保つため未

収金対策を強化し、悪質な未納者に対しては厳格な態度で臨みます。  

 料金収入が減少傾向にあることから、料金以外の新たな収入源の確

保を検討します。  

 

取り組み内容  

 

・窓口等事務を委託した事業者との協力体制を強化します。  

・平成 24 年度に策定した滞納整理マニュアルに基づき、給水停止、

支払督促、不納欠損等を行い、的確かつ迅速な滞納整理を行います。  

・検針のお知らせへの有料広告について再検討します。  

・公用車への有料広告の導入について検討します。  

目標となる  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度末） 

目標値  

（平成 31 年度） 

未収金残高  

4.465 万円 

（翌年度の  

5/31 現在）  

2,813 万円 

（翌年度の  

5/31 現在）  

2,400 万円 

H2 5 年度比  

△15% 

現年度分  

収納率  
99.15% 99.27% 99.50% 

期待される経営上の効果  

・未収金の減少  

・料金外収入の増収  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

ルールに基づき不納欠損処分実施  

 

委託事業者との協力体制強化  

ルールに基づき支払督促実施  

 

不 納 欠

損 の ル

ー ル 及

び 法 的

対 応 の

研究  

有料広告の導入、公用車への有料広告導入の検討  
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（５）経営基盤の強化  

具体的施策  ①費用負担区分の適正化  

目    標  

 

 地方公営企業の経営は、独立採算を維持することを原則とし、その

費用は利用者からの料金等によりまかなわれます。料金等によりまか

なうべき性質ではない費用については、一般会計からのルールに基づ

き補助金を受けています。この一般会計補助金は、平成 25 年度実績

で水道事業収益の 2.3%を占めており、事業を安定して運営するため

に、欠くことのできない収益となっています。  

 また、簡易水道※事業、下水道事業との費用負担が適正であるかに

ついても、随時見直す必要があります。  

 水道事業の支出について、本来水道事業が実施すべき内容か精査し、

他会計との負担区分の適正化を図ります。  

取り組み内容  

・一般会計補助金の交付税等の財源を明確にし、ルールを再検討して、

財政担当部局とルールを定めます。  

・簡易水道事業、下水道事業との費用負担を適正化します。  

目標となる  

指標 

計画策定時  

（平成 23 年度） 

現在値  

（平成 25 年度） 

目標値  

（平成 31 年度） 

一般会計補助

金（負担金を

含む）  

66,327 千円 67,214 千円 ルールで定めた金額  

期待される経営上の効果  

・営業外収益の安定  

・水道事業運営の安定化  

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 

 
                                                   
※  簡易水道 

   給水人口が 101 人以上 5,000 人以下の区域で認可される水道事業。  

 

 

財政担当部局との協議  
新たなルールに基づく補助等  

費用負担区分の見直し（随時）  



伊那市水道事業経営健全化計画  

                                          

                                                        

- 33 - 

 

具体的施策  ②人材の育成とノウハウの継承  

目    標  

 今後、水道事業の経営健全化を図るために人員の削減や業務の委託

化が進むと、職員個々の能力向上と身につけた技術や知識の継承が重

要となります。  

しかし、短期間での定期的かつ全庁的な人事異動は、重要な経営資

源である技術や知識の継承をとぎれさせる恐れがあります。また、研

修費用の削減は、一時的に効果をもたらしますが、長期的には専門的

知識や技能を身につける機会を失うことになります。  

人材の育成とノウハウの継承により、包括的民間委託へ対応できる

態勢を調えるとともに、持続可能な水道事業の経営基盤を確立します。 

 

取り組み内容  

・平成 25 年度に策定した「人材育成計画」に基づき、次のとおり専

門知識と技術を備えた職員を効果的に育成し、水道部内に複数名確保

できるようにします。 

必要不可欠な資格：水道技術管理者、水道布設工事監督者  

その他必要な資格：日商簿記検定 3 級以上、給水装置工事主任技術

者、排水設備工事主任技術者など  

・異動頻度の見直しと専門職員の確保について、人事担当と研究しま

す。 

目標とする指標  現在値（平成 25 年度） 目標値（平成 31 年度） 

水道技術管理者  4 人 4 人 

水道布設工事監督者  4 人 5 人 

給水装置工事主任技術者  3 人 4 人 

技術士（水道部門）  0 人 1 人 

日商簿記検定 3 級以上 2 人 4 人 

期待される経営上の効果  

・委託業務等のモニタリング能力の向上  

・包括的民間委託への対応  

 

年 次 計 画  

H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  

        

 
人材育成計画  

策定 

計画に基づく育成  

人事部門と異動、採用について研究  
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Ⅳ  収支計画と料金改定の必要性  

  上水道事業基本計画による第 7 次整備事業を推進しつつ、経営の健全性

を保つため、事業計画の具体的施策を着実に実行することを前提として、

収支計画を作成しました。  

  地方公営企業会計基準が半世紀ぶりに大きく改正※され、平成 26 年度

の予決算から適用となりました。今回の収支計画の策定にあたっては新し

い会計基準を用い、収支計画を策定しました。  

 

 １  収支計画の前提条件  

 （１）水需要予測  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※   地方公営企業会計基準の改正 

  民間の企業会計基準が国際標準を踏まえて見直される一方で、これまで地方公営

企業会計基準は大きな改正が行われてこなかった。会計基準の整合を図ることによ

り相互比較を容易にし、公営企業の経営実態を的確に表す会計情報の公開を実現す

ることを目的として、改正が行われた。  
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（２）収益的収入  

項 目  算出方法ほか  

給水収益  上水道事業基本計画で推計した給水人口に、人口増

推進室が策定した将来人口予測を反映して算出  

 

他会計補助金  財政担当部局とのルールによる額  

 

 

（３）収益的支出  

 項 目 算出方法ほか  

職員人件費  給料等：平成 25年度決算額を基に、事業計画で予定

している水道事業職員の減員によって削減

される人件費を減じて算出  

退職給与金：退職手当の引当見込を基に算出  

 

減価償却費  既取得資産に係る減価償却費に、第７次整備事業で

取得予定の資産に係る減価償却見込額を加えて算出  

 

受水費  長野県上伊那広域水道用水企業団との協定額  

 

企業債利息  既発債の企業債利息支払予定額に、新規発行見込の

水道事業債に係る支払利息見込額を加えて算出  

【想定条件】借入期間：30年（据置５年）  

支払方法：元利均等払  

年  利：2.0％  
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（４）資本的収入  

項 目  算出方法ほか  

企業債  各年度の建設改良事業費から補助金などの特定財源

を控除した残額の 80％に、事務費相当として事業費

の５％を加えて算出  

 

他会計補助金  合併特例事業として実施予定の事業に対する一般会

計補助金  

 

国県補助金  上水道事業基本計画における見込額から、事業内容

見直し実施後の額に修正  

 

その他  上水道事業基本計画における見込額を基に算出  

 

 

（５）資本的支出  

項 目  算出方法ほか  

建設改良費  上水道事業基本計画で予定している投資計画を見直

した結果を反映  

 

企業債償還金  既発債の元金償還予定額に、新規発行見込の水道事

業債に係る元金償還見込額を加えた額  

【想定条件】借入期間：30 年（据置５年）  

支払方法：元利均等払  

年  利：2.0％  
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２  上水道事業基本計画に係る設備投資計画表  

                  単位（千円） 

 

 
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

 
7,350 0 8,000 0 106,300 95,970 72,400 226,490 

◒ꜞⱪ♩  

 
108,723 40,835 113,734 4,4 00 73, 100 22,100 33,100 33,310 

⌂  

 
29,823 93,647 2,762 147,400 85, 140 119, 460 142, 380 14,000 

 

 
179,707 131,040 199,000 225, 372 123,600 123,600 123,600 123,600 

 

 
25,735 41,845 27,400 20,558 34,000 30,000 30,000 20,000 

 351,338 307,367 350,896 397,730 422,1 40 391, 130 401, 480 417,400 

 ※上水道事業基本計画策定時の予定を本計画の見直しにより修正。  

※実際に事業を執行する際は、対象となる国庫補助の状況、事業の進捗状況、優先

度の変更等により、年度間で増減が生じる。  
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３  水道事業収支計画  

 （１）資本費平準化債を総額 5.1 億円借入れた場合  (料金改定無) 

─
H24
(

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

⁷ (A)
1,373 1,351 1,327 1,314 1,308 1,304 1,290 1,284

℮∟
1,359 1,337 1,308 1,295 1,292 1,288 1,274 1,268

⁷ (B)
43 34 262 263 266 266 266 262

40 32 23 23 23 23 23 23

237 239 242 241 241 237

          
    (A) + (B)

(C)
1,416 1,385 1,589 1,577 1,574 1,570 1,556 1,546

⁷ (D)
1,197 1,191 1,375 1,408 1,391 1,386 1,377 1,358

℮∟ )
422 428 632 638 645 644 646 626

⁷ (E)
175 164 153 145 134 125 117 110

170 158 148 140 131 124 116 109

          
    (D) + (E)

(F)
1,372 1,355 1,528 1,553 1,525 1,511 1,494 1,468

(G)
44 30 61 24 49 59 62 78

(H)
0 0 0 0 0 0 0 0

(I)
11 9 109 2 2 2 2 2

(J)
ỏ 11 ỏ 9 ỏ 109 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2

(K)
33 21 ỏ 48 22 47 57 60 76

⁷       
     (C) - (F)

⁷

⁷

⁷
⁷(H) - (I)

⁷
  (G) + (J)

℮∟

℮∟

℮∟

 

 

─
H24
(

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

⁷ (A)
52 203 193 239 319 317 392 312

℮∟
⁷ 0 0 0 100 90 70 130 50

⁷ (B)
7 9 7 7 7 7 7 7

⁷ (C)
0 21 17 38 20 0 0 0

⁷ (D)
6 65 58 40 51 37 11 11

⁷ (E)
110 96 106 91 66 76 58 12

⁷∕─ (F)
19 19 19 15 18 18 18 18

          
    (A)  (F)

(G)
194 413 400 430 481 455 486 360

⁷ (H)
276 481 501 438 480 459 434 388

⁷ (I)
463 476 487 496 497 498 550 476

          
    (H) + (I)

(J)
739 957 988 934 977 957 984 864

(K)
ỏ 545 ỏ 544 ỏ 588 ỏ 504 ỏ 496 ỏ 502 ỏ 498 ỏ 504

(L)
963 883 711 546 484 480 467 484

(M)
418 339 123 42 ỏ 12 ỏ 22 ỏ 31 ỏ 20

⁷ ≡╪      (L) + (K)

⁷
⁷

⁷

⅜
⌐ ∆╢    (G) - (J)

⁷ ≡╪

 

３  水道事業収支計画  

３  水道事業収支計画  
※資本費平準化債について、総額 5.1 億円（最大限）借り入れることを見込み、さら

に事業費総額 7.6 億円を平成 38 年度以降に先送りして試算していますが、補てん財

源が不足するため、計画した事業を全て実施することが出来ません。  
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 （１） 

 

パターン１（資本費平準化債を借り入れた場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H32
(

H33
(

H34
(

H35
(

H36
(

H37
(

⁷ (A)
1,280 1,269 1,263 1,259 1,249 1,243

℮∟
1,264 1,253 1,247 1,244 1,234 1,227

⁷ (B)
260 255 253 252 251 247

23 23 23 23 23 23

235 230 228 227 226 222

          
    (A) + (B)

(C)
1,540 1,524 1,516 1,511 1,500 1,490

⁷ (D)
1,356 1,372 1,388 1,388 1,383 1,388

℮∟ )
626 642 646 650 653 657

⁷ (E)
103 97 90 84 83 83

102 95 89 83 82 81

          
    (D) + (E)

(F)
1,459 1,469 1,478 1,472 1,466 1,471

(G)
81 55 38 39 34 19

(H)
0 0 0 0 0 0

(I)
2 2 2 2 2 2

(J)
ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2

(K)
79 53 36 37 32 17

℮∟

℮∟

℮∟

⁷       
     (C) - (F)

⁷

⁷

⁷
⁷(H) - (I)

⁷
  (G) + (J)

H32
(

H33
(

H34
(

H35
(

H36
(

H37
(

⁷ (A)
326 300 258 336 325 277

℮∟
⁷ 40 30 0 0 0 0

⁷ (B)
7 7 7 7 7 7

⁷ (C)
0 0 0 0 0 0

⁷ (D)
0 1 33 29 0 0

⁷ (E)
0 0 0 0 0 0

⁷∕─ (F)
18 18 18 18 18 18

          
    (A)  (F)

(G)
351 326 316 390 350 302

⁷ (H)
394 376 392 486 444 384

⁷ (I)
489 477 460 391 364 341

          
    (H) + (I)

(J)
883 853 852 877 808 725

(K)
ỏ 532 ỏ 527 ỏ 536 ỏ 487 ỏ 458 ỏ 423

(L)
488 484 473 480 478 492

(M)
ỏ 44 ỏ 43 ỏ 63 ỏ 7 20 69

⁷ ≡╪      (L) + (K)

⁷
⁷

⁷

⅜
⌐ ∆╢    (G) - (J)

⁷ ≡╪
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 （２）資本費平準化債総額 5.1 億円借入れに加え、平成 29 年度に 4％の料金値上 

げを行った場合  

─
H24
(

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

⁷ (A)
1,373 1,351 1,327 1,314 1,308 1,356 1,341 1,335

℮∟
1,359 1,337 1,308 1,295 1,292 1,340 1,325 1,319

⁷ (B)
43 34 262 263 266 266 266 262

40 32 23 23 23 23 23 23

237 239 242 241 241 237

          
    (A) + (B)

(C)
1,416 1,385 1,589 1,577 1,574 1,622 1,607 1,597

⁷ (D)
1,197 1,191 1,375 1,408 1,391 1,386 1,377 1,358

℮∟ )
422 428 632 638 645 644 646 626

⁷ (E)
175 164 153 145 134 125 117 110

170 158 148 140 131 124 116 109

          
    (D) + (E)

(F)
1,372 1,355 1,528 1,553 1,525 1,511 1,494 1,468

(G)
44 30 61 24 49 111 113 129

(H)
0 0 0 0 0 0 0 0

(I)
11 9 109 2 2 2 2 2

(J)
ỏ 11 ỏ 9 ỏ 109 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2

(K)
33 21 ỏ 48 22 47 109 111 127

⁷       
     (C) - (F)

⁷

⁷

⁷
⁷(H) - (I)

⁷
  (G) + (J)

℮∟

℮∟

℮∟

 

 

─
H24
(

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

⁷ (A)
52 203 193 239 319 317 392 312

℮∟
⁷ 0 0 0 100 90 70 130 50

⁷ (B)
7 9 7 7 7 7 7 7

⁷ (C)
0 21 17 38 20 0 0 0

⁷ (D)
6 65 58 40 51 37 11 11

⁷ (E)
110 96 106 91 66 76 58 12

⁷∕─ (F)
19 19 19 15 18 18 18 18

          
    (A)  (F)

(G)
194 413 400 430 481 455 486 360

⁷ (H)
276 481 501 438 480 459 434 388

⁷ (I)
463 476 487 496 497 498 550 476

          
    (H) + (I)

(J)
739 957 988 934 977 957 984 864

(K)
ỏ 545 ỏ 544 ỏ 588 ỏ 504 ỏ 496 ỏ 502 ỏ 498 ỏ 504

(L)
963 883 711 546 484 532 548 584

(M)
418 339 123 42 ỏ 12 30 50 80

⁷ ≡╪      (L) + (K)

⁷
⁷

⁷

⅜
⌐ ∆╢    (G) - (J)

⁷ ≡╪

 

 

 

※資本費平準化債総額 5.1億円借り入れと事業費総額 7.6億円を平成 38年度以降へ先送

りしたことに加え、平成 29 年度に 4％の料金改定を行った場合の試算。補てん財源残

高が不足せず、見直した事業を予定通り実施することが出来る見込みです。  
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 （２）パターン２（資本費平準化債を借入れに加え、平成 29 年度に 4％の料金 

値上げを行った場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H32
(

H33
(

H34
(

H35
(

H36
(

H37
(

⁷ (A)
1,331 1,319 1,312 1,309 1,299 1,292

℮∟
1,315 1,303 1,297 1,293 1,283 1,276

⁷ (B)
260 255 253 252 251 247

23 23 23 23 23 23

235 230 228 227 226 222

          
    (A) + (B)

(C)
1,591 1,574 1,565 1,561 1,550 1,539

⁷ (D)
1,356 1,372 1,388 1,388 1,383 1,388

℮∟ )
626 642 646 650 653 657

⁷ (E)
103 97 90 84 83 83

102 95 89 83 82 81

          
    (D) + (E)

(F)
1,459 1,469 1,478 1,472 1,466 1,471

(G)
132 105 87 89 84 68

(H)
0 0 0 0 0 0

(I)
2 2 2 2 2 2

(J)
ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2 ỏ 2

(K)
130 103 85 87 82 66

℮∟

℮∟

℮∟

⁷       
     (C) - (F)

⁷

⁷

⁷
⁷(H) - (I)

⁷
  (G) + (J)

H32
(

H33
(

H34
(

H35
(

H36
(

H37
(

⁷ (A)
326 300 258 336 325 277

℮∟
⁷ 40 30 0 0 0 0

⁷ (B)
7 7 7 7 7 7

⁷ (C)
0 0 0 0 0 0

⁷ (D)
0 1 33 29 0 0

⁷ (E)
0 0 0 0 0 0

⁷∕─ (F)
18 18 18 18 18 18

          
    (A)  (F)

(G)
351 326 316 390 350 302

⁷ (H)
394 376 392 486 444 384

⁷ (I)
489 477 460 391 364 341

          
    (H) + (I)

(J)
883 853 852 877 808 725

(K)
ỏ 532 ỏ 527 ỏ 536 ỏ 487 ỏ 458 ỏ 423

(L)
619 619 615 608 648 711

(M)
87 92 79 121 190 288

⁷ ≡╪      (L) + (K)

⁷
⁷

⁷

⅜
⌐ ∆╢    (G) - (J)

⁷ ≡╪
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４  企業債残高の見込  

 企業債残高は減少していく見込みですが、資本費平準化債は償還期間が

短いため残高に占める割合が増加していく見込みです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  料金改定の必要性  

  本市では平成 18 年の市町村合併時に比べ、給水収益が平成 25 年度決

算で約 1.2 億円（8.5％）も減少し、その減少傾向は今後も続くと考えら

れます。そうした中でも安心安全な水を提供するため、窓口業務等の民間

委託、人件費の削減等、経費の削減に努めることにより、経営を維持して

きました。  

  第 7 次整備事業の資金は、企業債（借金）と自己資金によって賄う必要

があります。補てん財源が不足するため平成 27 年度から資本費平準化債

を借り入れることとし、重要度・優先度を基に一部事業（10 年間で総額

▲7.6 億円）の先送りを行いましたが、それでも現在の料金体系では予定

している事業を計画通りに行うことは出来ません。  
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本市水道事業は平成 38 年度以降も老朽化した施設の更新や、老朽管の

更新など、多額の建設改良費が見込まれます。現在実施している第 7 次整

備事業の平成 37 年度までの工事費平均は単年度約 4 億円ですが、平成 38

年度以降は平均で約 6 億円程度の建設改良工事費用が必要になる見込み

です。  

現在平成 27 年度中を目標にアセットマネジメント（資産管理）を行い、

出来るだけ年度間の事業量を平準化し、更新可能な計画となるよう検討を

しているところですが、適切な時期に管路や施設の更新ができる補てん財

源を確保するためには、概ね単年度 1 億円程度の純利益を確保する必要が

あり、当面、次期料金の見直しでは、平成 29 年度４％程度の値上げ改定

の検討が必要となる見込みです。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年 1 月時点の見込み。更新需要額を重要度・優先度に応じて年度間で調整

を行うため、年度間の需要額は変動します。  
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ₒ ─ ┘ ─ ╣ₓ  

₈ ⌂ ─ ₉

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ─ ≤⁸ ─ ⌂

78.1% 92.3% 98.8% 100.6%

45.2% 61.5% 96.2% 90.4%
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